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公営住宅制度の概要

入居者の負担能力と、住宅の便益に応じて（応能応益）決定
（家賃）＝（家賃算定基礎額）×（市町村立地係数）×（規模係数）

×（経過年数係数）×（利便性係数）

※ 全国平均家賃 ２０，０４６ 円／月 （２００３）

家賃

入居者

○原則として、収入分位0～25％ （４人世帯年収約510万円以下）を対象

ただし、高齢者等について、地方公共団体の裁量により収入分位25～40％ （４人世

帯年収約510～610万円）も対象
○原則、同居親族がある者を対象

○整備費： 全体工事費の１/２（建設、買取りの場合）

又は共用部分工事費の１/３（借上げの場合）
○家賃の減額： 近傍同種の住宅の家賃と入居者負担基準額の差額の１/２を補助

（残りの１/２は地方交付税交付金により措置）

国の財政支援
措置

（補助の義務）

○地方公共団体は、公営住宅を建設（又は民間住宅を買取り・借上げ）して管理（供給義務）
○国は、整備費と家賃の減額に対して財政支援

供給方式

住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃の賃貸住宅を供給目的

１９５１年（昭和２６年）創設年度



対象となる社会福祉事業

公営住宅においては、知的障害者、精神障害者が地域での自立した生活を営む場を提
供する方策として、平成８年に公営住宅法を改正し、社会福祉法人等が「グループ
ホーム事業」を実施する場合に公営住宅を活用することができるとした。

公営住宅を活用することができる主体

①認知症高齢者グループホーム事業
：老人福祉法に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業
②知的障害者グループホーム事業、精神障害者グループホーム事業
：障害者自立支援法に規定する共同生活介護又は共同生活援助を行う事業（同法に規定する精神障害者又は知的障害者に対して行う
ものに限る。
③ホームレスの自立支援のための活用
：ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に規定するホームレス自立支援事業により就業した者に対して生活上の支援を行う
事業（地方公共団体が当該事業に要する費用の全部又は一部を負担してその推進を図るものに限る。）

①社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人
②地方公共団体
③医療法人
④民法第３４条の規定により設置された法人
⑤特定非営利活動促進に基づき設置された特定非営利活動法人
⑥介護保険法に規定する指定地域密着型サービス事業者で認知症対応型共同生活介護を行うもの又は指定地域密着型介護予防
サービス事業者で介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの

活用実績

平成１８年３月３１日現在 ４５９戸

公営住宅のグループホーム事業等への活用（公営住宅法第４５条第１項）



公営住宅におけるグループホーム事業

グループホームポニー
（大阪府営御池台２丁目住宅）

・連結したバルコニーを室内通路化
（隣接した２戸を一体的に使用するため）

・共用の浴室・台所等の設置、専用部分の間仕切り
の変更 等

（改良前）
３ＤＫ(56.81㎡)×２戸

（グループホーム改良後）
５室＋食堂・居間、ホール、共同浴室

公営住宅を活用したグループホームの事例①



公営住宅におけるグループホーム事業

グループホーム なごみ（精神障害者）
（大阪府営美原北余部住宅）

・住戸の位置 ８階の両隣
・活用住戸 ３ＤＫ（７３．１４㎡）と３ＬＤＫ（８２．７７㎡）（改修無し）
・入居者・世話人 ４人（女性４人）につき、世話人１人

公営住宅を活用したグループホームの事例②
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